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事   業 

 

 

Ⅰ 消費生活アドバイザー資格制度 

 

１．消費生活アドバイザー資格試験  

 

 2024年度で45回目を迎え本制度創設以来の消費生活アドバイザー資格試験合格者の累計は 

19,813人となった。合格者の多くは金融・保険業、製造業、卸・小売業、国・地方公共団体

等において製品開発、品質管理、消費者相談、消費者啓発といった幅広い分野で活躍してい

る。今年度も2016年度より引き続き消費生活相談員資格試験も兼ねて実施した。 

 

（１）受験申請者の概要 

  2024年度の受験申請者総数は第１次試験免除者（2023年度の第１次試験合格者で第１次試

験の免除を受けた受験者）を含め1,529人、前年度の1,786人に比べ257人の減少となった。 

   

（２）試験実施 

  第１次試験はCBT方式（Computer Based Testing）により全都道府県にあるテストセンタ

ーで４日程にて実施した。第２次試験は全国５都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）

で実施した。 

① 第１次試験：2024年10月12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日) 

② 第２次試験：2024年12月8日(日） 

（単位：人） 

 

 

受験 

申請者数 

第１次試験 第２次試験 

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 

通常試験者 1,409   1,204 426 411   319 

第１次試験免除者 120 ――― ―――  113    87 

合 計 Ⓐ 1,529    1,204       426 524  Ⓑ 406 

 

（３）最終合格率 

 

最終合格率（Ⓑ/Ⓐ）26.6％ 

                ※参考  2023年度：23.2％ 

                    2022年度：25.4％ 
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合格者の年代別性別内訳は、次のとおりである。 

   （単位：人）     

  男性 女性 合計 前年度 

25歳以下 6(1.5%)  7(1.7%)  13(3.2%)  12(2.9%)  

26～30 歳 15(3.7%)  12(3.0%)  27(6.7%)  34(8.2%)  

31～40 歳 
 16(3.9%)  26(6.4%)  42(10.3%)  58(14.0%)  

41～50 歳 57(14.0%)  41(10.1%)  98(24.1%) 95(22.9%)  

51～60 歳 114(28.1%)  73(18.0%)  187(46.1%)  163(39.3%)  

61歳以上 35(8.6%)  4(1.0%)  39(9.6%)  53(12.8%)  

合計 243(59.9%)  163(40.1%)  406(100.0%)    

前年度 237(57.1%) 178(42.9%)  415(100.0%)   

 

（４）資格の付与               

  合格者406人が消費生活相談員資格を取得し、このうち資格登録申請のあった400人に対し

2025年4月1日付けで消費生活アドバイザー資格を付与した。 

 

２．消費生活アドバイザー資格更新研修  

（１）実施及び受講状況 

  消費者関連法規の制定及び改正、その他消費者をめぐる社会経済情勢の変化に消費生活ア

ドバイザー資格者が適切に対応できるよう更新研修を毎年度実施している。 

2024年度の集合講座は６都市で36講座を予定通り実施した。また2023年度実施の集合講座

を収録したｅラーニング講座は年間通じて20講座開講した。 

コロナ以降、集合講座での受講者が激減しeラーニングによる講座が8割以上を占めるよう

になっている。 

 

更新研修の受講状況は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

※自身の資格有効期限年度までに毎年配信されるｅラーニング全講座（最大5年）を定

額で受講できる仕組み。 

 

集合講座（36講座） 

 開催地別講座数：札幌 4、東京 16、名古屋 4、大阪 4、高松 4、福岡 4 

申込者数（人） 1,474 

ｅラーニング講座（20講座） 受講方式別申込者数（人） 

単講座受講 5,232 

受講し放題（※） 752 
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（２）新たな方式の講座の導入および新規講座 

集合講座の一部に、受講者参加型（ワークショップ方式・コミュニケーション体験方式）

および事前質問対応型（事前の質問に対し講師が講座内で回答）の新たな方式を導入した。 

 

（３）有効期限の更新 

  ５年間の有効期限の更新対象者 2,370 人のうち更新者は 1,885 人となった。 

  更新率は79.5％で前年(77.7％)より改善することができた。 

 

３．消費生活アドバイザー資格試験公式テキストの作成及び販売  

 

本テキストは資格試験の範囲を網羅する公式テキストとして、消費生活に関する幅広い基礎   

知識だけでなく、企業において消費者志向経営を推進するうえでの知識にも対応できる内容  

としている。2025 年度版は各科目において制度の改正に伴う内容変更や統計データの更新 

を行った。 

本テキストは、2025 年 3月から協会Ｗｅｂサイトで販売を開始している。 

 

４．消費生活アドバイザー有資格者向け施策  

（１）「消費生活アドバイザー資格の手引き」の配布  

年間を通して資格活用に必要な項目をまとめた手引書を作成し、年度末に全有資格者に向 

けて配布している。主な内容は、有資格者サイトの利用方法、更新研修（集合講座・e ラ 

ーニング講座）の案内及び申込方法、更新手続き方法などである。2025年度版は、約 14,470 

人に向けて３月下旬に発送した。 

 

（２）メールマガジンによる情報提供  

有資格者サイト利用者に向けて月１回メルマガを配信し情報提供を充実させた。配信内容 

は、最新の法改正及び行政施策、消費生活に係るイベント情報などを提供した。メールマ 

ガジンの登録者数は年々増加し 11,708 名（2025 年 3月 5 日時点）となった。 

   

（３）マスター消費生活アドバイザー制度  

指定大学院を修了した 6 名をマスター消費生活アドバイザーと認定した。 

この結果マスター消費生活アドバイザー有資格者は合計 19 名となった。 

＜認定されている指定大学院＞ 

・同志社大学大学院 総合政策科学研究科 

・明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科（公共政策大学院） 

・昭和女子大学専門職大学院 福祉社会・経営研究科 

・明治学院大学大学院 法と経営学研究科 

・お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 

 



 5 

 

５．広報 

（１）消費生活アドバイザー試験案内リーフレットの活用等  

消費生活アドバイザー資格制度の普及・促進を図るため試験案内リーフレットを作成し、

賛助会員企業、関係団体、関係省庁、消費生活センター、大学等に送付のうえ配布や設置

を依頼した。 

2025年2月に発表した2024年度試験結果については共同通信社を通じて加盟各社に合格者

氏名を配信したほか専門誌にも掲載した。 

 

（２）ホームページを活用した情報発信  

消費生活アドバイザーの活動および企業の取組み等を8件取材し掲載した。また、有資格

者の求職を支援するため、消費生活アドバイザーを対象とした企業や行政からの求人情報

を118件掲載した。 

 

 

Ⅱ お客様対応専門員（ＣＡＰ）資格制度  

 

１．ＣＡＰ資格試験  

（１）公式テキストの販売 

テキスト改訂 4 版を継続発売した。 

 

（２）試験対策模擬テスト 

試験対策として、改訂版模擬テストを継続発売した。 

 

（３）試験実施方法 

① CBT 方式により全都道府県で毎日試験を実施。 

② 消費生活アドバイザー資格試験の一部として実施し、「消費者問題分野」の合格水準

を満たせば消費生活アドバイザー資格試験の合否にかかわりなく合格とする。 

 

（４）ＣＡＰ資格新規登録者数（2024年4月1日～2025年3月31日） 

① ＣＡＰ単独受験合格者のうち：422 名 

② 消費生活アドバイザー第 1 次試験でのＣＡＰ合格者のうち：162名 
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２．ＣＡＰ有資格者向け施策 

（１）資格更新特典の案内と2024年度更新手続き  

2023年度の資格更新者682名に、更新特典としてスキルアップ講座の動画視聴を案内した。 

2024年度末に更新期限を迎える者に更新手続きを案内した。更新対象者1177名のうち757 

名が有効期限を更新した。 

 

（２）メールマガジンによる情報提供  

有資格者に向けて月１回メルマガを配信し情報提供を充実させた。配信内容は、最新の法 

改正及び行政施策、消費生活情報などである。メールマガジンの登録者数は3099名（2025 

年3月27日時点）となった。 

 

（３）ブラッシュアップセミナーの提供 

  有資格者に向けて事前募集形式によるセミナーを実施した。資格取得により得た知識を更 

に進化させ、役立てるヒントを学べる機会を提供した。 

 

（４）スキルアップ講座の提供 

ＣＡＰ資格者を対象に消費生活アドバイザー向け更新研修講座の一部を聴講可能とし学

習の機会を提供した。 

 

３．広報  

（１）ＣＡＰ資格制度リーフレットの作成・配布 

2022年11月29日付で消費者庁よりＣＡＰ資格試験に対する後援名義使用を承認され、リー

フレット等に記載し制度周知に活用した。2025年度も引き続き使用を申請し承認された。 

 

（２）ＣＡＰ学習方法の提供  

ＣＡＰ資格試験に関心のある企業・事業者団体向けに学習方法などの情報提供を行うこと

に加えて、要請に応じて職員による勉強会（無料）を実施した。 

 

（３）ホームページを活用した情報発信  

ＣＡＰ資格取得に取組む企業等の事例を1件掲載した。 

 

Ⅲ その他事業 

 

１．申出制度に関する相談対応  

当協会は特定商取引法第 61 条第 1 項の規定に基づく法人に指定（平成 12 年 9 月 27 日付） 

されており、これに関連する「特定商取引適正化業務」として申出制度に係る相談業務を行 

った。 

2024年度のメールフォーム、郵送、FAX による相談受理総数は 39 件であった。 
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会 議 等 

 

１．理事会 

  〔第１回通常理事会〕 

（１）日時 ：2024年5月29日 10:00～11:00 

  （２）場所 ：東京都千代田区霞が関３－４－２ 商工会館８Ａ会議室 

    （３）出席者：理事6名、監事2名 

  （４）審議事項 

            第１号議案：2023年度事業報告 

第２号議案：2023年度決算報告及び公益目的支出計画実施報告書 

      第３号議案：2024年度定時評議員会の開催日程及び議事 

第４号議案：国内旅費規程改訂 

      第５号議案：委員会委員の委嘱（理事会同意案件）  

報告事項 

会長及び専務理事の職務執行状況 

 

  〔第２回通常理事会〕 

（１）日時 ：2025年1月30日 10：00～11:00 

  （２）場所 ：東京都千代田区霞が関３－４－２ 商工会館８Ａ会議室 

    （３）出席者：理事8名、監事2名 

  （４）審議事項 

         第１号議案：2024年度消費生活アドバイザー資格試験の最終結果 

第２号議案：役員の選出 

第３号議案：2025年度事業計画及び予算 

第４号議案：2024年度臨時評議員会の開催日程及び議事 

報告事項 

会長及び専務理事の職務執行状況 
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２．評議員会 

  〔定時評議員会〕 

（１）日時 ：2024年6月14日 14:00～15:00 

  （２）場所 ：東京都千代田区霞が関３－４－２ 商工会館８Ａ会議室 

    （３）出席者：評議員6名 

  （４）審議事項 

           第１号議案：2023年度決算報告 

報告事項 

①2023年度事業報告 

②2023年度公益目的支出計画実施報告書 

 

〔臨時評議員会〕 

  （１）日時 ：2025年2月18日 10:00～11:00 

  （２）場所 ：東京都千代田区霞が関３－４－２ 商工会館８Ａ会議室 

    （３）出席者：評議員7名 

  （４）審議事項 

           第１号議案：役員の選出 

      第２号議案：定款の変更 

報告事項 

2024年度消費生活アドバイザー資格試験の最終結果 

 

３．技能審査委員会 

   第１回（作問依頼）     2024年 4月 2日 15:00～15:40 

第２回（作問検討）           2024年 7月 1日 10:00～12:30 

     2024年 7月 2日 10:00～11:30 

第３回（作問検討）          2024年 9月 6日 14:00～15:55 

第４回（第１次試験合否判定）  2024年10月24日 10:30～11:00 

第５回（総合合否判定）       2025年 1月21日 16:30～17:30 


